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2025 年 1月 1 日より台湾意匠登録出願に係る 

早期審査及び審査繰延請求が延長並びに修正される 
 
現行の台湾意匠登録出願制度では、知的財産局は自動的に意匠登録出願の実体審査を行う。

知的財産局は、出願人の特許ポートフォリオの構築に寄与するという観点から、2018年 7月

1 日より意匠登録出願の実体審査繰延請求の受理を開始し、2023 年 9 月 1 日には意匠登録出

願の早期審査試行スキーム（試行期間は 2024年 12月 31日迄）を打ち出するとともに、意匠

の実体審査繰延請求に関する規定を改正した。2025年 1月 1日より台湾意匠登録出願の早期

審査及び実体審査繰延請求に関する作業が延長並びに修正される。 

台湾意匠登録出願の早期審査 

 前記意匠の早期審査試行スキームは知的財産局により総括され、2025年 1月 1日から 2026

年 12月 31日までの 2年間、その施行期間が延長されることが決定した。 

意匠登録出願の早期審査の要点は以下の通りである： 

一、 早期審査の請求は、知的財産局から（初審）審査の開始が通知された後、審査意見通知

の受領前の期間でなければならない。 

二、 電子方式（知的財産局の E-SET システム）で請求しなければならず、紙媒体方式で請求

することはできない。 

三、 試行期間は政府手数料が不要である。 

四、 以下の 1～3 のいずれかの事由に基づき、早期審査を請求することができる。 

請求事由 事由の説明 必要な書類 

1．第三者が商業的

に実施している 

非意匠登録出願人による商業的実施を意

味し、第三者、実施行為及びその開始時期

に関する情報を必要とする。 

製品カタログや写真、新聞、雑

誌などの証明書類。 

2．意匠が国内外の

著名な賞を受賞し

ている 

受理される五大デザイン賞は次のとお

り：台湾のゴールデンピン・デザイン賞

（Golden Pin Design Award）、ドイツの

iFデザイン賞（iF Design Award）、ドイ

ツのレッド・ドット・デザイン賞（Red Dot 

Design Award）、日本のグッドデザイン賞

（Good Design Award）、アメリカのイン

ターナショナル・デザイン・エクセレンス

賞（ International Design Excellence 

Awards, IDEA）。 

請求者名と一致する賞状（つま

り、請求者が受賞者）と、該当

する受賞デザインの証明書類

（受賞者、受賞デザイン、ウェ

ブサイトのハイパーリンクが掲

載された公式ウェブサイトのス

クリーンショットでも可）。 

3．スタートアップ

企業による意匠登

録出願（事由 3につ

いては、スタートア

ップ企業 1 社あた

り年間 3 件の早期

審査請求に限る） 

該当するスタートアップ企業は、台湾会社

法又は外国会社法に基づく設立 8 年未満

の国内又は外国企業であり、この期間の計

算は、会社設立日から意匠登録出願の出願

日まで、或いは優先権を主張する場合は最

も早い優先日までとなる。 

国内企業は証明書類を提出する

必要はないが（知的財産局が独

自に確認する）、外国企業は会

社設立日を証明する書類とその

中国語訳を添付し、書類が正本

でない場合は宣言書を提出する

必要がある。 
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出願人が提出した書類に不備がある場合、知的財産局は是正を求める通知書を送付し、知

的財産局は原則として、書類が揃った後 2 ヶ月以内に審査結果を通知する。台湾意匠登録出

願の通常の審査期間は約 6～10ヶ月で、2023年の統計資料によると、意匠登録出願の審査期

間は平均 6.6ヵ月、第一次通知までの期間は平均 5.5ヶ月である。 したがって、意匠登録出

願の早期審査は、通常の審査よりも 3～4ヶ月短縮されることになる。 

台湾意匠登録出願の審査繰延請求 

前記意匠登録出願の実体審査繰延請求（発明特許出願と共通の作業要点）は、本来、初審

段階にのみ適用されるものであったが、意匠登録出願の再審査段階でも請求できるよう緩和

された。 

意匠登録出願の審査繰延請求の要点は以下の通りである： 

一、意匠登録出願と同時又は出願日後 1年内に請求する（即ち出願日の翌日から 1年内） 

二、請求書類に実体審査を続行する日を明記する（新規意匠の出願日後 1年内） 

三、政府手数料は不要 

四、初審又は再審段階の第一次審査意見通知書送達前の出願に適用 

五、早期審査を請求していない出願でなければならない 

六、出願日から 1年が経過すると、審査繰延請求することができない 

実務上、実体審査を経て登録査定となった台湾意匠登録出願について、出願人が早急な公

告を望まない場合、登録査定書の送達後 3カ月内に登録料を納付し登録証書を受領する際に、

公告の繰り延べ（1～6ヶ月までで、政府手数料なし）を併せて請求することで、意匠登録後

の早急な公告を回避することができる。 


